
環
境
影
響
評
価
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
日
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委

員

会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一
、
免
許
等
を
行
う
者
等
は
、
審
査
等
を
行
う
に
際
し
て
は
、
環
境
大
臣
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
そ

の
反
映
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
。

二
、
環
境
影
響
評
価
制
度
全
般
に
関
し
て
、
そ
の
実
施
状
況
を
見
な
が
ら
、
見
直
し
に
係
る
検
討
条
項
に
規
定
す
る
検
討
時
期

を
待
つ
こ
と
な
く
、
不
断
に
見
直
し
を
行
い
、
適
宜
適
切
に
制
度
の
改
善
を
図
る
こ
と
。

三
、
本
法
の
施
行
前
に
環
境
影
響
評
価
が
行
わ
れ
る
事
業
に
つ
い
て
も
、
本
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
事
業
の
よ
り
早
期
の
段
階

か
ら
適
切
な
環
境
配
慮
が
な
さ
れ
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


